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むつ市議会第２２８回定例会会議録 第５号

平成２８年６月２３日（木曜日）午前１０時開議議事日程 第５号

◎諸般の報告

【議案上程、提案理由説明】

第１ 議案第43号 平成28年度むつ市一般会計補正予算

【議案質疑、委員会付託、一部採決】

第２ 議案第37号 むつ市文化自然学習施設条例

第３ 議案第38号 むつ市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例

第４ 議案第39号 むつ市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

第５ 議案第40号 平成28年度むつ市一般会計補正予算

第６ 議案第41号 財産の取得について

（むつ市消防団むつ消防団第８分団配備の消防ポンプ自動車を老朽化に伴い更新するた

めのもの）

第７ 議案第42号 財産の取得について

（むつ市役所川内庁舎配備の除雪トラックを老朽化に伴い更新するためのもの）

第８ 報告第８号 平成27年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計算書

第９ 報告第９号 平成27年度むつ市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

第10 報告第10号 平成27年度むつ市公共用地取得事業特別会計繰越明許費繰越計算書

第11 報告第11号 平成27年度むつ市魚市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書

第12 報告第12号 平成27年度むつ市水道事業会計継続費繰越計算書

第13 報告第13号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第14 報告第14号 専決処分した事項の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

第15 報告第15号 専決処分した事項の報告について

（工事請負契約の一部変更契約について）

第16 報告第16号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市税条例等の一部を改正する条例）

第17 報告第17号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

第18 報告第18号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市承認企業立地計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例）

第19 報告第19号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて
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（むつ市地方活力向上地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例）

第20 報告第20号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例）

第21 報告第21号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市中小企業振興条例の一部を改正する条例）

第22 報告第22号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成27年度むつ市一般会計補正予算）

第23 報告第23号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（平成28年度むつ市国民健康保険特別会計補正予算）

第24 報告第24号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて

（むつ市脇野沢温泉条例等の一部を改正する条例）

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（２５人）
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（浅利竹二郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は25人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（浅利竹二郎） 議事に入る前に、諸般の報

告を行います。

６月21日本会議終了後、市長から今定例会に議

案１件を追加提案したい旨の申し入れがあり、６

月21日に開催した議会運営委員会で、本日この後

上程することが決定されておりますので、ご報告

申し上げます。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は議事日程第５

号により議事を進めます。

◎日程第１ 議案上程、提案理由説明

〇議長（浅利竹二郎） 日程第１ 議案第43号 平

成28年度むつ市一般会計補正予算を議題といたし

ます。

市長から提案理由の説明を求めます。市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。ただ

いま追加上程されました議案第43号 平成28年度

むつ市一般会計補正予算について、提案理由及び

内容の概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供

したいと存じます。

今回提案いたします補正予算は、3,976万円の

増額補正でありまして、これにより補正後の歳入

歳出予算総額は、331億6,825万1,000円となりま

す。

まず、歳出の主なものについてでありますが、

総務費には、地方創生推進交付金を活用した「む

つ市のうまい三本の矢」による地域ブランド化推

進事業費、下北ジオパークによる観光地域づくり

推進事業費等を計上しております。

商工費には、東北観光復興対策交付金を活用し

たインバウンド対策事業費を計上しております。

土木費には、市営住宅の集約建替等において、

民間の資金及び能力を活用する官民連携事業の導

入可能性調査に要する経費を計上しております。

次に、歳入についてでありますが、国庫支出金

には歳出との関連において補助見込額を計上して

おりますほか、補正財源を調整するため、財政調

整基金を取り崩ししております。

以上をもちまして、追加上程されました議案に

ついて、その大要を申し上げましたが、細部につ

きましては、議事の進行に伴いまして、ご質問に

より詳細ご説明申し上げます。

何とぞ慎重ご審議の上、原案どおり御議決賜り

ますようお願い申し上げる次第であります。

〇議長（浅利竹二郎） これで、提案理由の説明を

終わります。

ただいま上程されました議案第43号について

、 、 、 、は ７月１日に質疑 討論 採決を行いますので

ご了承願います。

◎日程第２～日程第24 議案質疑、委

員会付託、一部採決

◇議案第３７号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第２ 議案第37号（ ） 、

むつ市文化自然学習施設条例を議題といたしま

す。
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これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第37号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第37号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第３８号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第３ 議案第38号（ ） 、

むつ市議会の議決すべき事件を定める条例の一部

を改正する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。22番中村正志議員。

〇22番（中村正志） 議案第38号 むつ市議会の議

決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例

、 。につきまして 何点か質疑をさせていただきます

まず、この条例が提案をされたとき、個人的に

はちょっとやられたなという感じをしました。本

来であれば、むつ市議会基本条例の第９条の精神

にのっとって議会側から上げたほうがよかったの

かなというふうな個人的な感想を持っております

が、そこで何点か質疑をさせていただきます。

まず今回、何回かこの議場でもお話をしており

ますが、総合計画については改正によって策定し

なくてもよいことになった、ただむつ市において

は今後もつくっていきますよということでありま

すが、それを今回議決案件としたのにはどのよう

、 。な理由があるのか まずお聞きしたいと思います

今回の議決案件は、基本構想の部分だけであり

ます。総合計画は、３層から成っていると思いま

すので、それをなぜ基本構想だけを上げたのか。

個人的には基本計画まで一緒にした形で議会議決

したほうが、自治体の最上位計画としてはそのほ

うが実効性があるのではないかというふうに思っ

ておりますので、その点もお聞きしたいと思いま

す。

あと、少し関連いたしまして、今回策定されま

す総合計画は、これまでのとおり基本構想、基本

計画、実施計画の３層構造になるのかどうか。ま

た、この策定の手法、手順はどのように進められ

ていくのか。加えて総合計画策定の過程で、議会

はそれにどのような形で関与することができるの

か、あわせてお聞きしたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

複数の質問があったかと思いますけれども、私

のほうからは、なぜ議決案件としたのかという点

と、基本構想だけではなく基本計画まで議決の対

象とすべきではないかという点と、総合計画策定

過程で議会はどの段階でどのように関与するのか

というお話についてお答えをさせていただきま

す。

当市の長期総合計画は、平成19年度から平成

28年度までの10年間を計画期間としており、本年

が最終年度でありますことから、次期計画の策定

に着手したところでありますが、平成23年５月の

地方自治法の改正により、市町村の基本構想の策

定義務、これが撤廃され、策定そのものが市町村

に委ねられているというのが現状でございます。

こうした中、少子高齢化、人口減少の進行や東

日本大震災などにより社会情勢は大きく変化して

おります。また、市民の皆様の行政に対するニー

ズですけれども、これも多様化、高度化し、画一

的な行政運営では対応が困難となっていることか

ら、当市が将来にわたって持続的に発展していく

ためには、長期的なまちづくりの視点を持った重

点的かつ効率的な行政運営をしていくことが不可

欠と考えております。

さらに、市民の皆様と行政が協働してまちづく
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りを進めるためには、市が目指す将来像を市民の

皆様はもちろんのことでありますけれども、まず

は議員の皆様と共有する必要があると考えており

、 、ますことから 基本構想について議会でのご審議

また御議決いただきたく提案したものであります

ので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、基本構想だけではなく基本計画まで議決

の対象とすべきではないかということであります

けれども、基本構想は市が長期的に取り組むべき

施策の指針となるものであり、市民の代表であり

ます議員の皆様と共有すべき重要なもので、議会

の議決が必要なものと考えております。

これに対して基本計画につきましては、政策の

実現に向けての行政の内部的な日常の行動指針と

その目標を定めたもので、議会の議決すべき事件

としてはなじまないものと考えております。ただ

、 、し 次期長期総合計画の基本計画につきましては

全ての各施策の個別の計画を網羅した内容とし、

それらと整合性のとれた数値目標を設定するとと

もに、地域特性に合った先駆的な要素を加えたむ

つ市独自のモデルを構築したいと考えておりま

す。

また、しっかりとしたＰＤＣＡサイクルを確立

し、全ての職員がこの計画を日常的に活用し、将

来ビジョンを持って業務に取り組むようなものと

したいと考えており、議員の皆様には基本構想と

あわせてお示しし、行政運営や職員の日々の業務

について、議会の場では、例えば一般質問などを

通じて、また議会の場だけではなく日常的にチェ

ックしていただきたいと考えておりますので、ご

理解を賜りたいと存じます。

次に、総合計画策定過程で議会はどの段階でど

のように関与するのかについてでありますが、議

員の皆様には来年３月開会予定の定例会において

ご審議をいただきたいと考えております。

その他のご質問につきましては、担当部長より

答弁いたします。

〇議長（浅利竹二郎） 総務政策部長。

〇総務政策部長（川西伸二） 中村議員のご質問に

お答えいたします。

まず、総合計画は基本構想、基本計画、実施計

画の３層構造になるのかとのご質問についてであ

りますが、長期総合計画につきましては、むつ市

長期総合計画策定要綱の規定により、策定に必要

な基本的事項を定めておりますことから、次期計

画につきましても、基本構想、基本計画及び実施

計画をもって構成されることになります。

次に、総合計画の策定方法、手順についてのご

、 、質問ですが 長期総合計画の策定につきましては

同じくむつ市長期総合計画策定要綱の規定に基づ

きまして、６月１日に市長、副市長、教育長、公

営企業管理者及び市の部長級職員で構成されます

第１回策定委員会を開催いたしまして、策定体制

やスケジュール等について審議したところであり

ます。

具体的には、市民の皆様に市の将来像とその実

現に必要な取り組みについてご提案いただくため

の長期総合計画策定市民会議を６月11日から開催

しておりまして、７月30日までの間に４回開催す

ることとしております。

次に、策定市民会議からのご提案を踏まえ、９

月末をめどに庁内組織において素案を取りまとめ

たいと考えております。その後パブリックコメン

ト、総合開発審議会でのご審議を経まして、来年

３月に開会予定の定例会に議案として提出し、議

員の皆様にご審議賜りたいと考えております。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） 22番。

〇22番（中村正志） 何点かの質疑については、答

弁で理解をいたしました。ただ、基本構想だけの

議決となりますと、基本構想というと、今の答弁

でも触れられていたかとは思うのですが、中長期
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的なビジョンを示す場合が多いと。ただ、これか

らの自治体を考えた場合に、常々市長もお話をさ

れておりますが、あれもこれもではなくて、あれ

かこれか。やはり自治体のこれからの上位計画と

するのであれば、その計画自体にもある程度のめ

り張りが必要だと思うのです。やはり事業の位置

づけとか実効性の担保というのがある程度あるよ

うな計画を責任を持って議決する、そういうよう

な形が私は望ましいと思っております。

市長の先ほどの答弁の中で、今までの形ではな

く、むつ市の新しいようなというふうな部分も触

れておりましたので、ぜひともその部分に期待を

しながら、策定過程のほうを見させていただきた

いと思います。特に答弁は要りません。

〇議長（浅利竹二郎） これで中村正志議員の質疑

を終わります。

これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第38号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第38号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第３９号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第４ 議案第39号（ ） 、

むつ市個人番号の利用に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第39号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第39号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第４０号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第５ 議案第40号（ ） 、

平成28年度むつ市一般会計補正予算を議題といた

します。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第40号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議案第40号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第40号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

、 。って 議案第40号は原案のとおり可決されました

◇議案第４１号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第６ 議案第41号（ ） 、

財産の取得についてを議題といたします。

本案は、むつ市消防団むつ消防団第８分団配備

の消防ポンプ自動車を老朽化に伴い更新するため

のものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま
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せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第41号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第41号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇議案第４２号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第７ 議案第42号（ ） 、

財産の取得についてを議題といたします。

本案は、むつ市役所川内庁舎配備の除雪トラッ

クを老朽化に伴い更新するためのものでありま

す。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

。 。ほかに質疑ありませんか ７番川下八十美議員

〇７番（川下八十美） 議案第42号、契約案件であ

りますので、私はあえて質問通告はいたしており

ませんでしたけれども、その他の質疑の中で、次

のことをお伺いをいたしたいと思いますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

それは、私たちに配布になった資料の中では、

いわゆる入札参加者は17者でございます。そのう

ちの入札に応じたのは３者だけであります。その

うちの10者が辞退、４者が棄権ということであり

ます。

そこで、私素人で考えてみますると、棄権、辞

退が余りにも多過ぎる。これは、ひとつ当日のい

わゆる５月26日の入札日に、しからばこの業者さ

んたちは、実際に出席をされたうえで棄権、辞退

をされたものなのか、それとも文書で辞退、棄権

をされたものなのか、その実態をひとつお知らせ

願いたいと思っております。私は、入札案件であ

りますから、いわゆる談合だとかそういうことで

質疑をするものではありませんので、この入札そ

のものが成立いたして、私もご異議がありません

が、全く実態とすれば、どうも理解でき得ない部

分がありますので、ひとつお知らせを願いたいと

思います。

〇議長（浅利竹二郎） 財務部長。

〇財務部長（氏家 剛） お答えいたします。

まず、本契約案件につきましてですけれども、

指名業者につきましては、建設用特殊車両につい

ての希望のあった業者の中から、市内に本店及び

支店等を有する者を選定しております。しかしな

がら、当該品目は特殊車両という、そのような物

品のため受注生産となりますことから、応札結果

につきましては、それぞれの業者が納入の可否や

受注状況及び納期等を考慮した結果、このような

入札の結果というふうなことになったものであろ

うと受けとめてございます。

そして、その入札の中身につきましてですが、

指名業者17者に対しまして、入札の参加業者は４

者ございました。うち１者が辞退の入札書を投函

いたしました。そして、残りの13者につきまして

は、入札の開始前に辞退が９者、そして棄権が４

者というふうな申し出があったという内容になっ

てございます。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） ７番。

〇７番（川下八十美） ちょっと入札の当日に出席

したうえでの辞退なのか、事前に入札の前日まで

文書で棄権、辞退の意思表示をされておるのか、

そこのところだけちょっと。

〇議長（浅利竹二郎） 財務部長。

〇財務部長（氏家 剛） 実際に入札に当日参加さ

れた業者は４者でございます。うち１者が、その

入札を辞退いたしますというふうなことを投函し

ております。したがいまして、実際のいわゆる入

札というふうな行為をいたしましたのは３者で、
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実際に参加はしたのだけれども、その際に辞退を

した業者が１者というふうなことになります。残

りにつきましては、入札の開始前に既に辞退、棄

権の申し出があったというふうなことでございま

す。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） ７番。

〇７番（川下八十美） 私がなぜこのことを申し上

げるかと申しますと、やっぱり17者、それぞれ仕

様書とかいろんな文書を市のほうから事前にお出

ししていると思うのです。例えばこまいことを言

うけれども、82円の切手代だけでは済まされない

と思うのです、文書等は。ですから、そういう市

がただ入札参加の指名願を出しておる業者だけ、

これは尊重しなければいけませんけれども、今市

では手数料だとか、いわゆる使用料等をも市民に

値上げをして、市財政の厳しいところを市民にも

ご負担かけておられるわけでありますから、私は

、 、そういう郵便料とか あるいは仕様書等のコピー

紙一枚も、やっぱりそれなりに行政で節約した形

で私は対応しなければいけないのではないかと思

うのです。

ですから、それをこの入札業者に強いるのはな

んですけれども、例えば業者も、指名はされたけ

れども、出張旅費を省く意味で、ただ文書１枚で

辞退されておるのではないかというふうに、また

こっちも推察するわけですけれども、そういう意

味からしても、やっぱりこういう場合の指名は、

指名願を出している業者を全部指名しなければな

らないというものでも私はないと思うのです。結

果的にこういう形になっていますから。その辺を

これからはやっぱり吟味した形で入札も考えるべ

きではないかということを言いたいのです。今後

もこういうことを十分検討して対応していただき

たいと思っております。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） これで川下八十美議員の質

疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で議案第42号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第42号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇報告第８号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、日程第８ 報告第８

号 平成27年度むつ市一般会計繰越明許費繰越計

算書を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第８号の質疑を終わります。

報告第８号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第９号

〇議長（浅利竹二郎） 次は、日程第９ 報告第９

号 平成27年度むつ市下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第９号の質疑を終わります。

報告第９号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。
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◇報告第１０号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第10 報告第10号（ ） 、

平成27年度むつ市公共用地取得事業特別会計繰越

明許費繰越計算書を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第10号の質疑を終わります。

報告第10号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１１号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第11 報告第11号（ ） 、

平成27年度むつ市魚市場事業特別会計繰越明許費

繰越計算書を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第11号の質疑を終わります。

報告第11号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１２号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第12 報告第12号（ ） 、

平成27年度むつ市水道事業会計継続費繰越計算書

を議題といたします。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第12号の質疑を終わります。

報告第12号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１３号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第13 報告第13号（ ） 、

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、市立脇野沢小学校建設工事に係る工事

請負契約の一部変更契約についてを報告するもの

であります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第13号の質疑を終わります。

報告第13号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１４号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第14 報告第14号（ ） 、

専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、和解及び損害賠償の額を定めることに

ついて報告するものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第14号の質疑を終わります。

報告第14号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１５号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第15 報告第15号（ ） 、
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専決処分した事項の報告についてを議題といたし

ます。

本案は、大畑町魚市場建設第１期工事に係る工

事請負契約の一部変更契約について報告するもの

であります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第15号の質疑を終わります。

報告第15号については、文書のとおりでありま

すので、ご了承願います。

◇報告第１６号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第16 報告第16号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市税条例等の一部を改正する条例

について報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第16号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第16号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇報告第１７号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第17 報告第17号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例について報告及び承認を求めるもので

あります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） １点お願いいたします。

今回の改正による市民への影響をお聞きしたい

と思います これを読みますと 基礎課税額が52万。 、

円から54万円に改めるとかというふうな内容であ

りますが、所得の多い方にはそれなりの負担がふ

えて、所得の少ない方にはそれなりの軽減がされ

るのかなと思うのですが、そこも含めて負担がふ

えるとか減るとか、そういう金額だとか、対象者

数が何人くらいいるのかというのを含めてお答え

願いたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（光野義厚） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

課税限度額引き上げに伴う影響ですが、平成

27年度の賦課状況から判断いたしますと、全体の

約0.6％の61世帯が上限の89万円となり、約471万

円の増額が見込まれます。

次に、国保税の軽減判定所得の拡大に伴う影響

ですが、２割軽減から５割軽減となる世帯が31世

帯、軽減なしから２割軽減となる世帯が40世帯で

あり、軽減額として約195万円の減額が見込まれ

ます。軽減される世帯は、全体の約0.7％の世帯

が対象となります。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） これで横垣成年議員の質疑

を終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第17号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第17号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、
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民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇報告第１８号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第18 報告第18号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市承認企業立地計画に従って設置

される施設に係る固定資産税の特別措置に関する

条例の一部を改正する条例について報告及び承認

を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第18号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第18号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇報告第１９号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第19 報告第19号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市地方活力向上地域に係る固定資

産税の特別措置に関する条例について報告及び承

認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第19号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第19号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇報告第２０号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第20 報告第20号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、行政不服審査法の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例の一部を改正する条例につい

て報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第20号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第20号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

総務教育常任委員会に付託いたします。

◇報告第２１号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第21 報告第21号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市中小企業振興条例の一部を改正

する条例について報告及び承認を求めるものであ

ります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第21号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第21号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◇報告第２２号
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〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第22 報告第22号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成27年度むつ市一般会計補正予算に

ついて報告及び承認を求めるものであります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第22号の質疑を終わります。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます報告第22号は、会議規則第38条第２項の規定

、 。により 委員会への付託を省略したいと思います

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第22号は委員会への付託を省略するこ

とに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本報告は承認することにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、報告第22号は承認することに決定いたしま

した。

◇報告第２３号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第23 報告第23号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、平成28年度むつ市国民健康保険特別会

計補正予算について報告及び承認を求めるもので

あります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

すので発言を許可します。５番横垣成年議員。

〇５番（横垣成年） ２点ほどお願いいたします。

この補正予算によりますと、前年度繰上充用金

ということで、平成28年度の会計から平成27年度

の国保会計に５億3,435万6,000円を繰上充用する

というふうな内容になっておりまして、大体こう

いう金額は平成27年度の累積赤字というふうな形

で埋め合わせされる金額と大体同額ですので、と

いうことは平成27年度の累積赤字が約５億

3,400万円の予定になるだろうというふうに判断

するのですが、平成26年度の累積赤字が約７億

2,600万円だったのです。ということは、２億円

ぐらい累積赤字が減ったということで大変すばら

しいことだと思うのです。平成27年度の単年度収

支が大幅に改善したかなというふうに思うのです

が、その要因をお聞きしたいなというふうに思い

ます。

２点目ですが、そういう意味ではかなり収支が

改善しているので、今の平成28年度に大体４％、

国保税値上げされたのですが、それこそ値上げし

なくても十分累積赤字は解消可能だったのではな

いかなと思うのですが、そこのところも含めてお

聞きしたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 民生部長。

〇民生部長（光野義厚） 横垣議員のお尋ねにお答

えいたします。

まず、平成27年度の単年度収支が大幅に改善し

た要因はとのお尋ねでございますけれども、平成

27年度の決算見込みでは、５億3,436万円の不足

となり、昨年度と比較し累積赤字が１億9,155万

円減少しております。この減少分の内訳といたし

ましては、医療保険制度改革に伴う国からの交付

金等の増額分が約１億1,000万円、一般会計から

の繰入金が5,000万円となり、合わせて約１億

6,000万円となります。したがいまして、これら

を除きますと、平成27年度は3,155万円が実質の

黒字となります。
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次に、平成28年度で国保税を値上げしなくても

累積赤字解消は可能なのではないかとのお尋ねに

ついてでありますが、国保税の税率改定は、あく

までも国保税と医療費等との収支均衡を図り、被

保険者の皆様が安心して医療を受けるために必要

な国保運営の健全化を目的に実施されたものであ

ります。

一方で、医療保険制度改革に伴う国からの交付

、 、金の増額は 平成30年度からの県単位化を見据え

市町村が抱える累積赤字額をなるべく早期に減ら

すことを目的としているものであります。したが

いまして、国保税の税率改定と医療保険制度改革

に伴う交付金等の増額は根本的な目的が異なるも

のであり、医療の高度化や新薬の開発が進展して

いく中で、１人当たり医療費が増加傾向にある状

況においては、税率改定は必要であると考えてお

りますし、累積赤字につきましても、国からの交

付金等の増額とあわせ、一般会計からの支援を継

続的に行い、なるべく早期に解消してまいりたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 今の説明ですと、国からの交

付金が１億1,000万円入ったということですが、

これは平成27年度の部分だけの交付でしょうか、

それとも今後とも続くというふうな形の交付金で

しょうか。そこのところもお願いしたいと思いま

す。

〇議長（浅利竹二郎） 国保年金課長。

〇民生部国保年金課長（藤島 純） ただいまのご

質問にお答えします。

平成27年度の改正につきましては、平成28年度

以降も継続して行われるものとなっております。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） これで横垣成年議員の質疑

を終わります。

以上で通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第23号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第23号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

民生福祉常任委員会に付託いたします。

◇報告第２４号

〇議長 浅利竹二郎 次は 日程第24 報告第24号（ ） 、

専決処分した事項の報告及び承認を求めることに

ついてを議題といたします。

本案は、むつ市脇野沢温泉条例等の一部を改正

する条例について報告及び承認を求めるものであ

ります。

これより質疑に入ります。質疑の通告がありま

せん。これで通告による質疑を終わります。

ほかに質疑ありませんか。

（ なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 質疑なしと認めます。

以上で報告第24号の質疑を終わります。

ただいま議題となっております報告第24号は、

お手元に配布しております議案付託表のとおり、

産業建設常任委員会に付託いたします。

◎散会の宣告

〇議長（浅利竹二郎） 以上で、本日の日程は全部

終わりました。

お諮りいたします。明６月24日は常任委員会の

ため、６月27日から30日までは議事整理のため休

。 。会したいと思います これにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、明６月24日は常任委員会のため、６月27日
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から30日までは議事整理のため休会することに決

定いたしました。

、 、なお ６月25日及び26日は休日のため休会とし

７月１日は付託議案審議、議案第43号の質疑、討

論、採決並びに議員提出議案上程、提案理由説明

及び審議を行います。

本日はこれで散会いたします。

午前１０時４３分 散会


	議事日程
	出席議員
	説明のため出席した者
	開議の宣告
	諸般の報告
	議案上程、提案理由説明
	議案質疑、委員会付託、一部採決
	議案第37号
	議案第38号
	質疑：中村正志議員

	議案第39号
	議案第40号
	議案第41号
	議案第42号
	質疑：川下八十美議員

	報告第8号
	報告第9号
	報告第10号
	報告第11号
	報告第12号
	報告第13号
	報告第14号
	報告第15号
	報告第16号
	報告第17号
	質疑：横垣成年議員

	報告第18号
	報告第19号
	報告第20号
	報告第21号
	報告第22号
	報告第23号
	質疑：横垣成年議員

	報告第24号

	散会の宣告

